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○ 医療関係者(医師会、病院団体等)、有識者
等が構成員

○ 全道的な構想の進捗状況を共有
・ 圏域調整会議等における情報共有・意見交換の状況
・ 各圏域における構想を踏まえた取組状況
・ 病床機能報告の結果 等

○ 全道的な構想の推進方針について協議
・ 圏域調整会議の運営方針
・ スケジュール 等

北海道 総合保健医療協議会
地域医療専門委員会

○ 地域医療専門委員会委員（道医師会）、全
ての調整会議の議長と事務局（保健所）が、
構想の推進方針等に関する認識共有や各圏域
の進捗状況等に関する意見交換を実施

○ 道医師会が主催
※ 事務局業務については道庁が支援（都道府県主
催研修会の場としても機能）

北海道における地域医療構想の推進体制

地域医療構想調整会議協議会
（地域医療構想に関する意見交換会）

○ 医療関係者(医師会、病院団体、個別病院等)、市町村長、介護関係者等が構成員
○ 圏域の実情を示すデータや構想を踏まえた取組状況等を共有
・ 病床機能報告等に基づく医療資源や受療動向等のデータ
・ 道内外の取組事例
・ 地域医療構想に係る意向調査の結果 等

○ 各自治体・医療機関の課題や確保に取り組むべき機能等について意見交換
○ 地域医療構想アドバイザーなど、有識者の助言も必要に応じて活用

地域医療構想調整会議【圏域ごと】

運営方針の
提示等

取組状況の
共有等

データや課題を踏まえ、
具体的な取組を検討

具体的な検討・取組状況を、
調整会議に報告・共有

各医療機関の検討

※都道府県単位の地域医療構想調整会議

道医師会が
双方の会議に

出席

複数医療機関
による協議

一部地域における
議論

図１．平成30年地域医療構想調整会議協議会意見交換会資料

医 の 倫 理 綱 領
日本医師会

医学および医療は、病める人の治療はもとより、

人びとの健康の維持もしくは増進を図るもので、

医師は責任の重大性を認識し、

人類愛を基にすべての人に奉仕するものである。

医師は生涯学習の精神を保ち、つねに医学の知識と技術の習得に努めるとともに、

その進歩・発展に尽くす。
１

医師はこの職業の尊厳と責任を自覚し、教養を深め、人格を高めるように心掛ける。２

医師は医療を受ける人びとの人格を尊重し、やさしい心で接するとともに、医療内

容についてよく説明し、信頼を得るように努める。
３

医師は互いに尊敬し、医療関係者と協力して医療に尽くす。４

医師は医療の公共性を重んじ、医療を通じて社会の発展に尽くすとともに、法規範

の遵守および法秩序の形成に努める。
５

医師は医業にあたって営利を目的としない。６


